
○

民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
二
号
）
（
附
則
第
六
十
九
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
借
入
金
及
び
債
券
）

（
借
入
金
及
び
債
券
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２
～
８

（
略
）

２
～
８

（
略
）

（
削
る
）

９

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
債
券
で
当
該
債
券
に
係
る
債
務
に
つ
い
て
次
条
の
規

定
に
よ
り
政
府
が
保
証
契
約
を
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
社
債
等

登
録
法
（
昭
和
十
七
年
法
律
第
十
一
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
が

準
用
さ
れ
る
債
券
と
み
な
す
。

９

（
略
）

10

（
略
）

附

則

附

則

（
附
則
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
要
す
る
資
金
に
係
る
債
券

（
附
則
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
要
す
る
資
金
に
係
る
債
券

の
発
行
限
度
の
特
例
等
）

の
発
行
限
度
の
特
例
等
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

（
削
る
）

２

第
八
条
第
九
項
の
規
定
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
債
券
で
当
該
債
券

に
係
る
債
務
に
つ
い
て
次
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
保
証
契
約
を
し
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
・
３

（
略
）

３
・
４

（
略
）

－５００－


